
内閣府犯罪被害者等施策推進室

検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針

・行政機関に犯罪被害者のための窓口を設け
　るべきではないか。

・縦割り行政の弊害を排除していただきた
　い。子どもは自分から、問題に応じて適切
　な省庁に持ち込めるわけではない。窓口の
　一本化、全体を見ていただき、法律に関し
　ても施策に関しても、子どもという視点か
　らもう一度見直していただきたい。

・国・地方公共団体は、省庁・関係機関間の
　連携・ネットワーク化を図るとともに、犯
　罪被害者支援体制の一元化を図り、責任の
　所在を明確化すべきではないか。

・支援団体と福祉機関、医療機関などとの
　連携による長期的支援が必要ではないか。

・被害者支援窓口の紹介（一本化した総合窓
　口の設置）や被害者が必要とする支援に関
　する情報提供の徹底（パンフレット、担当
　部署担当者の名刺等の配付等）

・国・地方公共団体は、省庁・関係機関間の
　連携・ネットワーク化を図るとともに、犯
　罪被害者支援体制の一元化を図り、責任の
　所在を明確化すべきではないか。

・行政機関に犯罪被害者のための窓口を設け
　るべきではないか。

・被害者にとっては、刑事手続に関するもの
　だけでなく、転居、金銭問題、雇用者等に
　関する問題も含めて相談できる又は相談先
　を教示してくれる、総合的な窓口が警察以
　外の機関にも必要。

日本司法支援センターによる支援【第４ １．(27)ウ】
　日本司法支援センターによる犯罪被害者等支援につ
いて、警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等
と十分な連携を図る。【法務省】

・「日本司法支援センター」が被害者にと
　って分かりよい、真の相談窓口となるため
　に、基本計画の施策立案・実施において司
　法に関する問題整理をし、機能させる。

・縦割り行政の弊害を排除していただきた
　い。子どもは自分から、問題に応じて適切
　な省庁に持ち込めるわけではない。窓口の
　一本化、全体を見ていただき、法律に関し
　ても施策に関しても、子どもという視点か
　らもう一度見直していただきたい。

・被害発生後４８時間以内の早期支援開始体
　制の確立と、特に２４時間以内に支援チー
　ムによる被害発生から葬儀終了までの危機
　介入

・被害直後の遺族は茫然自失状態なので、支
　援者側が積極的に介入し、必要な支援をそ
　の時期に応じて関係機関とも連携しながら
　適切に提供するべき。

相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促
進【第４ １．(18)】
　文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒
を含む児童生徒に対し、教育委員会が、心理学、教育
学等に関する知識を有する専門職員や臨床心理の専門
家等を教育センターや教育相談所等に配置し、相談窓
口を設けるとともに、少年サポートセンター、児童相
談所、福祉事務所、保健所等の地域の関係機関につい
ての情報を当該児童生徒及びその保護者に提供するこ
とを促進する。【文部科学省】

・縦割り行政の弊害を排除していただきた
　い。子どもは自分から、問題に応じて適切
　な省庁に持ち込めるわけではない。窓口の
　一本化、全体を見ていただき、法律に関し
　ても施策に関しても、子どもという視点か
　らもう一度見直していただきたい。

・支援団体と福祉機関、医療機関などとの連
　携による長期的支援が必要ではないか。

・支援のための諸制度に関する案内書、申込
　書を常備し提供する機関として精神保健福
　祉センター、保健所に加え医療機関、とく
　に第三次救急医療機関も含めてほしい。

更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後
の支援についての検討及び施策の実施【第４ １．
(34)】
ア　法務省において、更生保護官署が、保護司との協
　働態勢の下、犯罪被害者等に対し、その被害に係る
　刑事裁判が終了した後の支援を行うことについて、
　犯罪被害者等の支援に適する保護司の配置も含め検
　討を行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論
　に従った施策を実施する。【法務省】
イ　法務省において、上記アの検討の際に、地域社会
　における関係諸機関・団体等の連携・協力の在り方
　についても、併せて検討する。【法務省】

・地域社会における犯罪被害者支援の人材確
　保のため、保護司制度を活用すべきではな
　いか。

　同項に基づく検討が法務省において
行われることから、同施策の検討・策
定・実施の状況を見ながら、必要に応
じ、支援のための連携に係る検討を補
強していくこととしてはどうか。

「支援のための連携に関する検討会」において検討すべき論点の整理表

基
本
計
画
中
の
規
定

検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関
係の専門機関等との連携の充実【第４ １．(12)】
　法務省において、検察庁における犯罪被害者等支援
活動に際し、刑事手続に関する専門的な法的知識、捜
査・公判の実務経験に基づき、犯罪被害者等の立場を
理解し適切に対応するとともに、福祉・心理関係の専
門機関等との連携の充実を図る。【法務省】

検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との
連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実【第４
１．(13)】
　法務省において、被害者支援員と犯罪被害者等支援
に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化
し、検察庁に相談窓口を求める犯罪被害者等に対し、
被害者支援員等の連絡先等の一層分かりやすい提供
や、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被
害者等支援のための制度等を説明できるよう努め、さ
らに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府
省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書
等を常備し、提供等していくことを含め、必要な情報
が提供できるよう努めていく。【法務省】

⑨

基本計画検討会における議論の結果

被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワー
クにおける連携の強化【第４ １．(6)】
　警察において、法務省、文部科学省、厚生労働省及
び国土交通省の協力を得て、各都道府県警察・警察署
レベルで設置している知事部局、地方検察庁、弁護士
会、医師会、臨床心理士会、犯罪被害者等の援助を行
う民間の団体等をメンバーとする被害者支援連絡協議
会及び被害者支援地域ネットワークについて、メン
バー間の連携が図られ、総合的な被害者支援が実施さ
れるよう努めていく。【警察庁】

教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充
実・強化及び学校における相談窓口機能の充実【第４
１．(15)】
　文部科学省において、学校で児童生徒が犯罪被害者
となる重大事件が発生した場合に、当該児童生徒の相
談等の窓口として学校が有効に機能することを支援す
るため、教育委員会が、警察署、児童相談所、保健
所、弁護士会、医師会等の関係機関と連携・協力を充
実・強化し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等
の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう
努め、さらに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所
掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内
書、申込書等を常備し、提供等していくことを含め、
当該児童生徒及びその保護者等への対応等を行うこと
を促進する。この場合において、加害者が教員・生徒
等当該学校内部の者であった場合は、犯罪被害者と
なった児童生徒の状況にかんがみ、適切な者が相談等
の窓口になるよう十分配慮する。【文部科学省】

＜１＞

論　　　　　点

各地域における犯罪被
害者等支援に係る諸機
関・団体等の連携・協
力を更に促進し、

（基本計画に盛り込まれていない連携枠組みはないが、地方公共団体において新たな取組が展開中である。下記＜２＞を参照）

医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充
実・強化及び医療機関における情報提供等の充実【第
４ １．(25)】
ア　厚生労働省において、医療機関が犯罪被害者等支
　援に係る諸機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害
　者等の支援等に関する情報提供を適切に行うことを
　促進する。【厚生労働省】
イ　厚生労働省において、精神保健福祉センター、保
　健所等が犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等と
　の連携・協力を充実・強化し、犯罪被害者等支援に
　係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための諸
　制度に関する案内書、申込書等を常備し、提供等し
　ていくことを含め、犯罪被害者等の支援等に関する
　情報提供、相談等を適切に行うことを推進する。
　【厚生労働省】

　連携調査及び海外実態調査
に基づき、現状の連携状況を
把握するとともに、連携に必
要な新たな機関・団体を洗い
出し、現状では連携が不十分
な部分を補い、かつ、新たな
機関・団体との連携の在り方
を検討する。

警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化
及び情報提供の充実【第４ １．(5)】
　警察において、他の犯罪被害者等支援に係る諸機
関・団体等との連携・協力を充実・強化し、それらの
諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を
説明できるよう努めていくとともに、さらに、犯罪被
害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を
得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備し、
提供等していく。【警察庁】

既存の連携・協力の枠組みには
どのようなものがあり、それら
を活用してネットワーキングを
強化する方策が考えられるか

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

①
②
③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

・自助グループに対しても、途切れなく制度
　改正や行政サービスについての情報提供を
　行ってほしい。
・長期的支援活動の中に「自助グループ」の
　位置付けもきちんと行ってほしい。
・被害者等がアクセスしやすい支援や情報の
　窓口をコミュニティ・ベースで、どのよう
　に構築するか。

・犯罪被害者支援の担い手の育成及び支援の
　ための幅広いネットワークの基盤整備など
　を行う。
・被害者支援連絡協議会等の枠を超えた「立
　体的・網の目状」のネットワークの構築

・人材データベースの構築と運用をすべき。

・全国どこでも等しく必要なときに必要な支
　援に関する情報を取得できるようなアクセ
　ス利便性の向上
・被害者のためにどのような情報はどこで得
　られるのか明確になるように整備する。

・支援ネットワーク全体における民間団体の
　具体的な位置付けやネットワークの中で求
　められる役割、警察など他の関係機関との
　連携の在り方

・生活費、医療費、住居費に困ったとき、そ
　れぞれ担当課が異なり、説明することが苦
　痛なので、相談窓口を一本化してほしい。

・国・地方公共団体は、省庁・関係機関間の
　連携・ネットワーク化を図るとともに、犯
　罪被害者支援体制の一元化を図り、責任の
　所在を明確化すべきではないか。

・被害者がどこに相談に行けばよいか迷わな
　いよう、地方公共団体の被害者の対応窓口
　を一本化すべき。相談機関の人員も充実す
　べき。

・行政機関に犯罪被害者のための窓口を設け
　るべきではないか。

・被害者にとっては、刑事手続に関するもの
　だけでなく、転居、金銭問題、雇用者等に
　関する問題も含めて相談できる又は相談先
　を教示してくれる、総合的な窓口が警察以
　外の機関にも必要

・医療関係者、司法関係者、被害者支援の弁
　護士、専門的な支援をする者たちが、ネッ
　トワークをつくり、その中心に、民間支援
　の一般的な支援をする方が入って、専門的
　な支援につなげていくのが一番いい形であ
　り、それを応援、推進していただきたい。

・関係機関から犯罪被害者等に対し、弁護士
　による被害者支援についての情報提供を徹
　底すべき。警察が中心となるのではなく、
　ＮＰＯ等の民間が中核となるようその育成
　を図るべきである。

・支援団体を信用して犯罪被害者に関する情
　報をもっと提供してほしい。

自助グループの役割を前提とした連携枠組みの検討に
ついて
　自助グループは犯罪被害者等を支援していくに当
たって重要な役割を担うものと考えており、その具体
的な位置付けを行政府が一方的に行うことは控えるべ
きと考えるが、本検討会において、自助グループの役
割等も念頭に置きながら、全体のネットワークの在り
方が議論されるものと考える。【内閣府】

・長期的支援活動の中に「自助グループ」の
　位置付けもきちんと行ってほしい。

　自助グループが起点(窓口)になるこ
とは少ないと考えられ、また、左記内
閣府回答のとおり、連携の枠組みにお
ける自助グループの役割を一方的に期
待することは避けるべきであるが、自
助グループの役割を念頭に置きなが
ら、連携枠組みについて検討を進める
こととしてはどうか。

いのちの電話等との連携について
　いのちの電話など各種の取組との連携・ネットワー
ク化や窓口機能の在り方等についても、本検討会にお
いて検討されることとなる。【内閣府】

・犯罪被害者等支援のコーディネーターや専
　門的チームの育成の際は、警察と一定の距
　離をとりつつ、警察とも連携することので
　きる人材を育成することが必要。いのちの
　電話との連携についても重要。

　連携の枠組みをひととおり検討した
上で、さらに、いのちの電話など関連
した各種「窓口的対応をする」取組を
把握し、ネットワーキングのさらなる
充実の可能性の有無について検討する
こととしてはどうか。

・単位弁護士会に被害者支援相談窓口を開設
　し、支援をさらに充実すべきではないか。

・関係機関から犯罪被害者等に対し、弁護士
　による被害者支援についての情報提供を徹
　底すべき。

弁護士会等との連携について
　日弁連及び各単位弁護士会は、今後いよいよ犯罪被
害者支援のための方策を充実し実行していくところに
あります。【山田構成員】
　弁護士による被害者支援についての情報について
も、犯罪被害者等施策の推進にかかる総合的な情報提
供を行っていく中で、適切な形で提供してまいりた
い。【内閣府】
　各都道府県警察では、法的救済制度や被害者に役立
つ関係機関・団体等を記載した「被害者の手引」を作
成し、民事上の損害賠償請求制度に関し弁護士会によ
る無料相談等の活動も紹介している。【警察庁】

　支援のための連携の枠組み作りにお
いて、弁護士(会)の役割は不可欠であ
ると考えられるところ、日本司法支援
センターや他の各種協議会等における
弁護士(会)の位置付け等を踏まえ、適
切な連携がなされるよう検討すること
としてはどうか。

　地方公共団体における窓口
設置に関しては、基本計画に
おいて、別途、以下の施策が
盛り込まれている。
○地方公共団体に対する総合
　的対応窓口の設置等の要請
　等【第４ １.(1)：内閣府】
○相談機関等リストの作成に
　よる総合的情報提供【第４
　 １．(2)：内閣府】
　これらを受け、地方公共団
体において窓口整備が始めら
れているところ、当該窓口の
整備状況なども見極め、全体
のネットワーキングについて
も検討していく必要がある。

教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実
【第４ １．(15)】

医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供等の充実
【第４ １．(25)】
更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援についての検討及び施策の実施【第４
１．(34)】

相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促進【第４ １．(18)】

＜２＞ 犯罪被害者等が、どの
機関・団体等を起点と
しても

検討会として、「関係機関・団
体等」の範囲をどこまでとする
か。
また、起点となる団体はどう
いった団体が考えられるか

※右欄の各連携枠組みの中心となる
機関は、被害者等への（（比較的）
初期的な）対応が多いと思われると
ころ、これらの機関は窓口機能を同
時に有していることが必要となる
（当然ながら、全体のネットワーキ
ングの中で窓口が複数あってもよ
い）、という整理になると考えられ
る。
　なお、それぞれの窓口の具体的な
機能までの議論には及ばない（ある
いは、全体のネットワーキングの検
討がなされた後に検討する）。

基
本
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
事
項

日本司法支援センターによる支援【第４ １．(27)ウ】

自助グループの紹介等【第４ １．(30)】
　警察において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団
体との連携を図りつつ、犯罪被害者等の要望を踏ま
え、犯罪被害者等に対し、自助グループの紹介等を
行っていく。【警察庁】

地方公共団体内の諸機関・団体の連携に関する地方公
共団体独自の取組について
　地方公共団体が所管する事務は幅広く、個々の所管
事務に精通した職員が適切な業務を行うために担当課
室が設けられているところであるが、犯罪被害者に対
する施策の一体的実施は重要なことであることから、
各団体の実情に応じ、窓口となる担当者を決めたり、
各部署との連携を図るほか、パンフレットの配布など
を行うことが考えられる。【総務省】

※なお、窓口の一本化については、本検討会におけ
　る検討が「どの関係機関・団体を」「起点として
　も」必要な情報提供や支援が受けられる体制作り
　を目指していること、また、基本法第３条第２項
　の理念からも、それぞれの犯罪被害者等が自分の
　望む場所で必要な支援が受けられるようにするこ
　とを施行していることから、ネットワーキングに
　関する検討が済んだ後に、なお窓口の一本化が必
　要かどうかを検討する。

⑤

警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実【第４ １．(5)】
被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の強化【第４ １．(6)】

③

④

基
本
計
画
中
の
規
定

どの関係機関・団体等を起点としても、必要な情報提
供・支援等を途切れることなく受けることのできる体
制作りのための検討【第４ １．(3)】について、基本
計画検討会では、考え方が以下のとおり表明されてい
る。

　犯罪被害者等について、その被害を受けた犯罪の類
型や被害者との関係が個々の状況に応じて異なる中、
被害者にとっては、自分が望む機関・団体等を選べ、
どの機関・団体等からでも、縦横の網の目のような連
携（いわば「立体的、網の目状」のネットワーク）を
作りながら、それぞれの機関・団体が、たらいまわし
にすることなく適切に対応していけるような体制作り
が重要である。
　一定の政策目的を達成するための既存の取組が存在
するところ、こうした取組を中核にしつつ、政策目的
をまたがる、省庁横断的なネットワークとして厚みの
ある連携体制としていくことで、既存の窓口のどこに
行っても必要な情報やサービスが得られるとともに、
当該窓口では得られない情報についても、他の窓口に
責任をもって適切に導いていくことが可能となる。犯
罪被害者等にとっては、たらい回しや重複説明等の負
担を回避でき、また、被害回復の諸過程において途切
れない支援体制が実現することで様々な労苦が軽減さ
れるものと考える。【内閣府】

　まずは、これらの各連携枠
組みで出てくる機関・団体の
範囲で、下記に着目しつつ、
ネットワーク作りの検討を行
う。
①連携の全体的な姿
②被害者対応窓口の機能を持
　つことが望ましい機関・団
　体

　なお、ネットワーク作りに
あたって犯罪被害者等から寄
せられた意見・要望は、「基
本計画中の規定」の左記
「※」に掲げたとおりであ
り、これらの要望があること
を念頭に置いて検討を進めて
いく必要がある。

　さらに、下記「基本計画に
盛り込まれていない事項」に
掲げられる団体について、本
検討会が目指すネットワーキ
ングの中での位置付けを検討
していく。

　民間団体を中心とした連携
の枠組み作りの必要性につい
ては、今後とも引き続き、警
察庁の所管する早期援助団体
制度の積極的な適用により一
層充実した情報提供が行われ
るよう支援がなされると考え
られることから、その状況な
どを踏まえ、本検討会におけ
る全体の枠組みを検討するこ
ととしてはどうか。

犯罪被害者等への支援を行う民間の団体を中心とした
連携の枠組み作りについて
　民間団体のネットワークでの中の具体的な位置付け
やネットワークの中で求められる役割、警察など他の
関係機関との連携の在り方等については、本検討会で
検討されることとなる。【内閣府】
　犯罪被害者等の氏名・住所や犯罪被害の概要に関す
る情報は、被害者等を支援するに当たって必要不可欠
なものであるが、被害者等のプライバシーに関わる情
報であり、極めて慎重な取扱いを要する。
　他方、被害者等が抱える多様なニーズに柔軟かつき
め細かに応えるためには、民間被害者支援団体による
支援活動が不可欠であるが、被害を受けた直後の被害
者等の多くは、民間被害者支援団体が信頼できる団体
かどうかを判断することが困難なため、援助を求める
ことを躊躇してしまうなどの理由により、十分な初期
的支援を受けることができない場合もあると考えられ
る。そこで、犯罪被害の発生直後から被害者等の援助
を適正かつ確実に行うことができると認められる民間
被害者支援団体を犯罪被害者等早期援助団体として指
定するとともに、早期援助団体が事業を適正に行うた
めに必要な限度において、早期援助団体に対し、被害
者等の同意を得て、当該被害者等に関する情報を提供
することができる。【警察庁】

⑩

※

①

②

※上記①～⑨に規定された連携・協力の枠組みの範囲
　（再掲になるため、基本計画中の個別施策の見出しのみ記述）

検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実【第４ １．
(12)】
検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実
【第４ １．(13)】
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

＜３＞

・被害者支援窓口の紹介（一本化した総合窓
　口の設置）や被害者が必要とする支援に関
　する情報提供の徹底（パンフレット、担当
　部署担当者の名刺等の配付等）

・被害者にとっては、刑事手続に関するもの
　だけでなく、転居、金銭問題、雇用者等に
　関する問題も含めて相談できる又は相談先
　を教示してくれる、総合的な窓口が警察以
　外の機関にも必要。

・被害者支援窓口の紹介（一本化した総合窓
　口の設置）や被害者が必要とする支援に関
　する情報提供の徹底（パンフレット、担当
　部署担当者の名刺等の配付等）

検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との
連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実【第４
１．(13)】
　法務省において、被害者支援員と犯罪被害者等支援に係る諸機
関・団体等との連携・協力を充実・強化し、検察庁に相談窓口を求め
る犯罪被害者等に対し、被害者支援員等の連絡先等の一層分かりや
すい提供や、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害
者等支援のための制度等を説明できるよう努め、さらに、犯罪被害者
等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度
に関する案内書、申込書等を常備し、提供等していくことを含め、必
要な情報が提供できるよう努めていく。【法務省】

教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充
実・強化及び学校における相談窓口機能の充実【第４
１．(15)】
　文部科学省において、学校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事
件が発生した場合に、当該児童生徒の相談等の窓口として学校が有
効に機能することを支援するため、教育委員会が、警察署、児童相談
所、保健所、弁護士会、医師会等の関係機関と連携・協力を充実・強
化し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援
のための制度等を説明できるよう努め、さらに、犯罪被害者等支援の
ための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案
内書、申込書等を常備し、提供等していくことを含め、当該児童生徒
及びその保護者等への対応等を行うことを促進する。この場合におい
て、加害者が教員・生徒等当該学校内部の者であった場合は、犯罪
被害者となった児童生徒の状況にかんがみ、適切な者が相談等の窓
口になるよう十分配慮する。【文部科学省】

医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充
実・強化及び医療機関における情報提供等の充実【第
４ １．(25)】
ア　厚生労働省において、医療機関が犯罪被害者等支援に係る諸
　機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等の支援等に関する情報
　提供を適切に行うことを促進する。【厚生労働省】
イ　厚生労働省において、精神保健福祉センター、保健所等が犯罪
　被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化
　し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援
　のための諸制度に関する案内書、申込書等を常備し、提供等して
　いくことを含め、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供、相談
　等を適切に行うことを推進する。【厚生労働省】

・長期間にわたる苦悩に対応するために、身
　近なところで安心して電話相談・面接相談
　を受けることができる体制づくりが必要

・電話相談や面接相談等による長期的支援体
　制の確立

・被害者の権利や手続に関する情報を記した
　書面を事故直後に警察から全ての被害者に
　配布すること。

・性暴力被害者がアクセスしやすいところに
　被害者にわかりやすいハンドブックを置く
　などの広報活動を充実させてほしい。

・被害者連絡実施要領について、被害者に連
　絡が徹底されること。
・被害者等通知制度が被害者に徹底されてい
　ないので、現場の警察署で積極的に情報提
　供することを義務付けること。

犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知【第４
１．(22)】
　損害賠償請求制度の概要その他犯罪被害者等の保護・支援のた
めの制度について紹介した冊子・パンフレット等について、警察庁及
び法務省において連携し、一層の内容の充実を図るとともに、十分に
周知させる。【警察庁・法務省】

・冊子「警察による犯罪被害者支援」(警察
　庁)及び冊子「被害者の方々へ」(検察庁)
　の内容を充実させ、行政処分と刑事処分、
　民事手続の流れと関係、被害者の権利をわ
　かりやすく説明し、交通事故発生直後に警
　察から被害者家族に配布することを義務化

相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促
進【第４ １．(18)】
　文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒を含む児童生
徒に対し、教育委員会が、心理学、教育学等に関する知識を有する
専門職員や臨床心理の専門家等を教育センターや教育相談所等に
配置し、相談窓口を設けるとともに、少年サポートセンター、児童相談
所、福祉事務所、保健所等の地域の関係機関についての情報を当
該児童生徒及びその保護者に提供することを促進する。【文部科学
省】

「被害者の手引」の内容の充実等【第４ １．(20)】
ア　警察において、刑事手続の概要、犯罪被害者等に役立つ制度、
　犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体の連絡先等を記載したパ
　ンフレット「被害者の手引」について、関係機関による被害者支援
　策の紹介を含め、その内容の充実、見直しを図りつつ、その確実
　な配布を更に徹底するとともに、それらの情報をウェブサイトにお
　いても紹介していく。【警察庁】
イ　警察において、都道府県における外国人犯罪被害者等の多寡
　等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被害者の手
　引」について、今後とも適切に作成・配布されるよう努めていく。
　【警察庁】

　これらの施策については、その整備
の状況が連携の枠組みに関する検討に
影響を与えると考えられることから、
本検討会における検討事項とはしない
が、適宜状況をレビューすることとし
てはどうか。

性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大【第４ １．(26)】
ア　警察において、現行の「性犯罪１１０番」の相談電話及び相談室の設置、これらの相談窓口に関する広報、性犯罪被害者
　用の「被害者の手引」の交付等に加え、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努
　めていく。【警察庁】
イ　法務省において、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。【法務省】
ウ　厚生労働省において、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努めていく。【厚
　生労働省】

刑事の手続等に関する情報提供の充実【第４ １．(23)】
ア  警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並
　びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパンフレット等の内容を充実し、パンフレットの配布等の工夫も含
　め、犯罪被害者等への早期の提供に努めていく。【警察庁・法務省】
イ  法務省において、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、外国語
　によるパンフレットやホームページの作成等による情報の提供を行う。【法務省】

※情報取得の利便性向上のうち、インターネットによる情報提供やポータルサイトの構築など
　の施策が基本計画に盛り込まれているが、これらは、支援のための連携作りそのものではな
　く、構築された連携枠組み全体の中での支援を更に促進する媒体として整理し、ここでは整
　理しなかった。

④

犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知【第４ １．(22)】
　損害賠償請求制度の概要その他犯罪被害者等の保護・支援のための制度について紹介した冊子・パンフレット等について、警
察庁及び法務省において連携し、一層の内容の充実を図るとともに、十分に周知させる。【警察庁・法務省】

必要な
　情報提供、

②

③

④

⑤

警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化
及び情報提供の充実【第４ １．(5)】
　警察において、他の犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との
連携・協力を充実・強化し、それらの諸機関・団体等の犯罪被害者等
支援のための制度等を説明できるよう努めていくとともに、さらに、犯
罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、
当該制度に関する案内書、申込書等を常備し、提供等していく。【警
察庁】

（基本計画に盛り込まれていない事項は、連携の枠組みとは別に議論するものとなる。）

3-1 自機関・団
体について
の情報

※「連携」の検
討そのものでは
ないため、ここ
では基本計画中
に記載された施
策のみを列挙す
る。

犯罪被害者等支援
に関する情報取得
の利便性の向上を
いかに図るか

他機関・団
体の情報の
提供

日本司法支援センターによる支援【第４ １．(27)エ】
　日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報を十分に周知させる。【法務省】

民事の手続に関する情報提供の充実【第４ １．(24)】
　法務省において、犯罪被害者等の損害賠償請求に係る民事訴訟手続に関する情報の提供につき、説明資料の作成を含め検
討し、早期に結論を出し、必要な施策を実施する。【法務省】

①

②

③

基
本
計
画
中
の
規
定

　既存施策が存在すること、また、取
組の更なる充実が基本計画に記載され
ていることから、これらの取組の状況
を見つつ、何らかの取組がさらに必要
と判断された場合に、検討会において
検討することとしてはどうか。

・被害者支援にかかわる情報をわかりやすく
　提示したパンフレット類をそれぞれの省
　庁、裁判所、日弁連等で作成し、被害者支
　援にかかわる情報の１セットを作成し、日
　本の公式「支援情報」として、さらに各都
　道府県における地域の情報とあわせ、警
　察、検察庁(日本司法支援センター含む)、
　裁判所、弁護士会、地方公共団体相談窓
　口、民間支援団体など、犯罪被害者との関
　係が生じる複数の場所で、配布できるよう
　にする（情報には厚労省、国交省、文科省
　のものも含む）。

地方公共団体に対する総合的対応窓口の設置等の要請
等【第４ １．(1)イ】
  内閣府において、関係窓口一覧や犯罪被害者等基本計画等の広
報を含めたパンフレットを作成し、犯罪被害者等施策主管課室長会
議において配布するなどの情報提供を行う。【内閣府】

地方公共団体に対する総合的対応窓口の設置等の要請等【第４ １．(1)ア】
　内閣府において、都道府県犯罪被害者等主管課室長会議を開催し、地方公共団体に対し、犯罪被害者等に関する適切な情
報提供を行う総合的な対応窓口の設置等について要請する。【内閣府】

※犯罪被害者等からの相談に応じ、当該犯罪被害者等に必要な情報を窓口等で提供するという
　意味での「情報提供」については、「支援」の一環であると整理し、ここでは整理せず、3-2
　の中で整理した。

基
本
計
画
中
の
規
定

⑤

⑥

※犯罪被害者等からの相談に応じ、当該犯罪被害者等に必要な情報を窓口等で提供するという意
　味での「情報提供」については、「支援」の一環であると整理し、ここでは整理しなかった。

「被害者連絡制度」等の改善【第４ １．(21)】
　警察庁において、一定の犯罪被害者等に対し「被害者の手引」を配
布・説明する制度及び「被害者連絡制度」の改善策について、犯罪被
害者等の要望を踏まえた検討を行い、１年以内を目途に結論を出し、
必要な施策を実施する。【警察庁】

①

⑥

⑦

⑧

⑨
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

日本司法支援センターによる支援【第４ １．(27)ア】
　日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等のために、その支
援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供
する。【法務省】

・被害直後すぐに相談に乗ってもらえる組織
　(弁護士、被害者の会等)を紹介してもらえ
　る情報が必要。警察がそのような情報を提
　供してほしい。

全体の手引書について
　「犯罪被害に遭ったときの心構え」の趣旨が定かで
はないが、犯罪被害者等にとって必要となる手続や支
援の概要、関係する諸機関・団体の連絡先等を記載し
たものについては、警察において「被害者の手引」が
作成・配布されているところ。
　一方、犯罪等の被害に遭うことを想定して、被害直
後の混乱等に対処できるようにする等といった観点か
ら一般国民向けに配布される文書を指すのであれば、
内閣府としても、手引書としての配布は今後検討する
として、まずは、今後行う各種の研究調査の結果を用
いた効果的な啓発資料を作成する中で、当該要望の趣
旨についても盛り込んでいくよう留意してまいりた
い。【内閣府】

・犯罪被害に遭ったときの心構え等を列挙し
　た行政作成の手引書の配布が必要。

　情報を総合的に提供する資料は、犯
罪被害者等にも、犯罪被害者等への支
援に携わる者にも有用であると考えら
れるが、既存の取組のほか、本検討会
における検討結果を、わかりやすい形
で関係機関・団体や犯罪被害者等に提
供していくなどの手法も考えられるこ
とから、こうした要望があることを念
頭に報告をまとめることとしてはどう
か。

公営住宅への入居に関する犯罪被害者等への情報提供
における連携について
　右欄にある意見が国土交通省より提出され、本検討
会において検討されることとなっている。

・情報の一元的提供については、内閣府が主
　導して構築を図ろうとしている地域の支援
　機関の整備等と一体的に検討する必要があ
　り、その情報のひとつとして、犯罪被害者
　等に対する公共賃貸住宅への入居に関する
　情報提供（公営住宅への優先入居、公共賃
　貸住宅インフォメーションに関する情報提
　供）についても、当該機関を通じて提供さ
　れることが適当と考える。

　公営住宅への入居に関する犯罪被害
者等への情報提供については、当該事
業を所管する地方公共団体のほか、他
の関係機関・団体でも提供されるよ
う、関連の府省庁、関係機関・団体が
連携していくことを確認することとし
てはどうか。

基
本
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
事
項

⑩

②

①
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

・どの関係機関・団体等を起点としても必要
　な情報提供、支援を途切れることなく受け
　ることのできる体制に必要な民間の人材の
　養成

・民間団体で活躍するボランティアを養成す
　るための統一的なカリキュラムと資格を確
　立してほしい。

・ボランティア研修に関しては、もっと体系
　づけた、専門的な内容にして、どこの都道
　府県においても同じレベルの被害者支援が
　受けられるようにしてほしい。

・公的機関で支援員の人材育成をしてほし
　い。
・ボランティアではなく国から認められた存
　在として支援に関わってもらうようにした
　ほうが長期的支援が可能。
・民間団体でボランティア活動をする方に対
　する身分の保証をしてほしい。

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

18

警察における相談体制の充実【第４ １．(7)】
　警察において、全国統一の相談専用電話「♯９１１０番」や性犯罪相談、少年相談等の個別の相談窓口において、犯罪被害者
等の住所地等にかかわらず、また、匿名であっても相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望により、当該都道府県又は警察
署の被害者支援連絡協議会等ネットワークに参画する機関・団体等の情報提供等や、他都道府県又は他警察署のネットワーク
の活用にも配慮していくほか、性犯罪相談窓口について女性警察官の配置に努めたり、精神的ケアを望む相談に対し、カウンセ
リング専門職員の電話によるカウンセリングを実施したり、精神科医や臨床心理士等による専門的ケアが行える機関を紹介するな
ど、犯罪被害者等のニーズに応えられるよう努めていく。【警察庁】

警察における被害者支援に携わる職員等への研修の充実【第４ ２．(9)】
　警察において、①採用時及び上位の階級又は職に昇任した際に行われる犯罪被害者等支援に関する基礎的な研修、②被害
者支援担当部署に配置された職員に対する犯罪被害者等支援の実践的技能を修得させるための臨床心理士によるロールプレ
イ方式による演習等を含む専門的な研修、③カウンセリング業務に従事する職員等に対する基礎的な教育及び実践的・専門的
な教育等の充実を図っていく。【警察庁】

犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う警察職員の技能修得【第４ ２．(10)】
　警察において、犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支援を行う少年補導職員、少年相談専門職員について、講習・研
修等により、カウンセリングの技法等必要な専門技術等を修得できるよう努めるとともに、専門的能力を備えた者の配置に努めて
いく。【警察庁】

　支援等を、 各機関・団体にお
ける支援活動のど
の場面で、犯罪被
害者が必要以上の
労苦を感じるか、
それらをどのよう
に克服していくか

民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修等の在り
方についての検討【第４ ３．(3)】
　犯罪被害者等の援助を行う民間の団体で支援活動を
行う者の養成及び研修の内容並びに費用の弁償、災害
補償、信頼性の確保等それらの者が行う適切な支援活
動を助長する仕組みの在り方について、各地域におけ
る犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協
力の促進に関して設置する検討のための会において、
どの関係機関・団体等を起点としても必要な情報提
供、支援を途切れることなく受けることのできる体制
作りと併せて検討する。【内閣府・警察庁・総務省・
法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省】

※下記②～⑨の施策は、「支援のための連携」と直接関係しない要望に基づき盛り込まれた施策
　（施策のみ紹介し、要望は掲載しない。）

　これらの施策については、その整備
の状況が連携の枠組みに関する検討に
影響を与えると同時に、本欄の①の検
討の進捗もあいまって展開されるもの
であると考えられることから、本検討
会における検討事項とはしないが、適
宜状況をレビューすることとしてはど
うか。

※　なお、ここで分類したものの中
　には、犯罪被害者等から相談を受
　けた後に当該犯罪被害者等に必要
　な情報を提供するという意味での
　「情報提供」も含まれている。
　　これについては前述のとおり、
　「支援の一環」として整理し、こ
　こに掲載した。

交通事故相談活動の促進【第４ １．(9)】
　内閣府において、相談内容の多様化・複雑化に対処するため、交通事故相談活動に携わる交通事故相談所等の相談員に対
して、研修等を通じてその資質の向上を図るなど、地域における交通事故相談活動を推進する。【内閣府】

警察における被害少年が相談しやすい環境の整備【第４ １．（10)】
　警察において、少年サポートセンターや各警察署の少年係等、少年からの悩みごと、困りごとの相談を受け付けるための窓口
が、関係機関への十分な引継ぎを含め、相談者の立場に立った対応をするよう努めていくとともに、「ヤング・テレホン・コーナー」
等の名称での電話による相談窓口の設置や、フリーダイヤル、電子メールによる相談の導入等により、被害少年が相談しやすい
環境の整備を図っていく。【警察庁】

ストーカー事案への適切な対応【第４ １．(11)】
　警察において、ストーカー事案の担当者に対し、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成１２年法律第８１号）の運用の
みならず、被害者からの相談を受ける際に必要な能力を修得させることを含む専門教育を実施していくとともに、関係機関との連
携を強化し、ストーカー事案への適切な対応に努める。【警察庁】

各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導・督励及び好事例の勧奨
【第４ １．(19)】
　警察庁において、情報提供を始めとする基本的な犯罪被害者等支援策が確実に実施されるよう、各都道府県警察を指導･督
励するとともに、好事例を勧奨していく。【警察庁】

犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の促進【第４ １．(35)】
　文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合、当該児童生徒に対し、教育委員会が設置する
教育支援センター（適応指導教室）が行うカウンセリングや学習指導等による学校復帰等のための継続的な支援を促進する。【文
部科学省】

個別労働紛争解決制度の活用等【第１ ４．(2)】
ア　厚生労働省において、犯罪被害者等に係る個別労働関係紛争の解決に当たって、個別労働紛争解決制度について周知を
　徹底させるとともに、その適正な運用に努めていく【厚生労働省】
イ　厚生労働省において、犯罪被害者等が事業主との間で生じた労働問題に関し、情報の提供、相談等を行う公的相談窓口と
　して、労働問題に関するあらゆる分野の相談に専門の相談員がワンストップで対応する総合労働相談コーナーについて周知を
　徹底させるとともに、その積極的な活用を図っていく。【厚生労働省】

「子どもの人権１１０番」及び「子どもの人権専門委員」の活用・充実【第４ １．(14)】
　法務省において、法務局・地方法務局に設置されている専用相談電話「子どもの人権１１０番」及び「子どもの人権専門委員」の
活用・充実を図っていく。【法務省】

法務省における犯罪被害者等支援に関する職員研修の充実等【第４ ２．(11)】
ア　法務省において、検察官に対し、児童や女性の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家等による講義を
　実施し、児童及び女性に対する配慮に関する科目の内容の一層の充実を図っていく。【法務省】
イ　法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の機会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の実
　施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいしての
　講義等の実施、更生保護官署職員に対する被害者支援の実務家等による講義、地方検察庁に配置されている被害者支援
　員を対象とする研修における犯罪被害者等に関する諸問題についての講義・講演及び討議の実施など、職員の犯罪被害
　者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図る。【法務省】

　これらの施策については、その取組
状況が連携の枠組みに関する検討に影
響を与えると考えられることから、本
検討会における検討事項とはしない
が、適宜状況をレビューすることとし
てはどうか。

※　なお、これらの施策について
　は、次の「他機関・団体との連携
　を更に促進する仕組み」にも関
　連するが、紹介は本欄のみとし
　た。

日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウの提供【第４ ２．(12)】
　日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等支援業務の実施を通じて日本司法支援センターが蓄積した情報やノウハウに
ついて、研修や講習を通じて犯罪被害者等支援に携わる関係者に提供していく。【法務省】

学校における相談対応能力の向上等【第４ ２．(13)】
　文部科学省において、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関す
る研修等を通じ教職員の指導力の向上に努めるとともに、スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」の配置など教育相談体
制の充実等に取り組んでいく。【文部科学省】

臨床心理士による犯罪被害者等に対する支援活動についての調査研究の実施【第４、２．(14)】
　文部科学省において、犯罪等による被害への精神的支援の重要性を踏まえ、財団法人日本臨床心理士資格認定協会に委嘱
している「臨床心理士の資質向上に関する調査研究」において、犯罪被害者等に対する支援活動についての調査研究を実施す
る。【文部科学省】

虐待を受けた子どもの保護等に携わる者の研修の充実【第４ ２．(15)】
　厚生労働省において、虐待を受けた子どもの保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相
談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るための研修の充実を
図っていく。【厚生労働省】

民間の団体の研修に対する支援【第４ ２．(16)】
　警察、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、それらの団
体が実施するボランティア等の養成・研修への講師の派遣等の支援に努めていく。【警察庁・法務省・文部科学省・厚生労働省・
国土交通省】

3-2 犯罪被害者
等が二次的
被害を受け
ない対応、
各機関・団
体における
十分な支援
活動

①

※下記⑩～⑰の施策は、主に研修等による窓口対応者の連携能力の向上につながる施策
　（施策のみ紹介し、要望は掲載しない。）

基
本
計
画
中
の
規
定

※上記のほか、第19条関係の施策として、以下が盛り込まれている。
　（施策のみ紹介し、要望は掲載しない。）

職員等に対する研修の充実等【第２ ３．(1)】
ア　警察において、採用時及び上位の階級又は職に昇任した際に行われる教育、専門的知識を必要とする職務に従事する実
　務担当者に対する教育・研修、被害者・遺族等を招請して行う講演会、被害者対策室担当者による各警察署に対する巡回教
　育、被害者支援の体験記の配布等、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図り、
　職員の対応の改善を進める。【警察庁】
ウ  法務省において、検察幹部が犯罪被害者等の心情等に理解を深めるとともに、市民感覚を失い又は独善に陥ることを防止
　することに資するためのセミナーの実施、検察官に市民感覚を学ばせるため、公益的活動を行う民間団体や民間企業に一定
　期間派遣する研修の実施等、研修内容を検討しつつより効果的な研修を実施し、職員の対応の改善に努める。【法務省】
オ　法務省において、副検事に対する研修の中で今後とも、交通事件の留意点等を熟知した専門家等による講義を行うととも
　に、被害者及び被害者遺族の立場等への理解を深めるための機会を設けるなど、交通事件をテーマとした科目の内容につい
　て一層の充実を図る。【法務省】
カ　厚生労働省において、平成８年度から実施している医師、看護師、保健師及び精神保健福祉士などを対象とした「ＰＴＳＤ対
　策に係る専門家の養成研修会」、平成１３年度から実施している医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、児童相談員など
　を対象とした思春期精神保健の専門家の養成研修の活用を含め、犯罪被害者等の治療、保護等を行う施設の職員の犯罪被
　害者等への適切な対応を確実にするための研修等の充実を図る方向で検討し、３年以内に結論を得て、犯罪被害者等の治
　療、保護等を行う施設の職員の対応の改善を進める。【厚生労働省】
キ　厚生労働省において、看護教育の充実及び資質の向上を図るため、平成１７年度から看護基礎教育のカリキュラム等改正
　に係る検討を行い、当該検討を踏まえた教育の実施等により、看護に関わる者の対応の改善を進める。【厚生労働省】
ク　厚生労働省において、民生委員に対し、犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための守秘義務の遵守等について指
　導を実施していく。【厚生労働省】
ケ　厚生労働省において、公的シェルターにおける犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための研修及び啓発を実施し
　ていく。【厚生労働省】

　要検討項目であり、関連す
る要望を踏まえれば、本検討
会においては、特に検討され
る連携枠組みの中での民間団
体の在り方を踏まえ、次の事
項を重点的に議論すべき。
①カリキュラムに盛り込む内
　容や全国統一基準を確保す
　る方策（資格、認定制度）
②費用の弁償、災害補償、信
　頼性の確保等それらの者が
　行う適切な支援活動を助長
　する仕組みとして導入すべ
　き事項、その対象範囲等
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

19

20

21

22

23

・被害者を支援する者のトレーニングを充実
　してほしい。
・子どもの援助に精通している者の養成が必
　要

・相談窓口の担当員に対する研修について、
　１日１，２時間の話を聞いてもわからない
　ことがある。ロールプレイをして、自分が
　口に出してやってみて、「違う、被害者だ
　ったらどういうふうに思うと思うか」とい
　うきめ細かい研修が必要である。

支援センターで受けた二次的被害の検証・把握
　支援センターで受けた二次的被害については、当該
センターを所管する各地方公共団体の犯罪被害者等施
策担当部局や広報・広聴担当部局にお寄せいただくこ
とが、最も早い解決の道であると考えられ、当該窓口
の整備は重要であると考えるが、支援センター等にお
ける二次的被害についての把握は、内閣府としても、
犯罪被害者団体等からの意見聴取や、今後行うことと
している研究調査等を通じて行うとともに、必要な啓
発等を行ってまいりたい。【内閣府】

・支援センターで受けた二次被害について、
　きちんと検証したり、相談できる特別委員
　会ないし特別相談窓口は設置しておくべ
　き。

　別途の取組によって当該要望に対応
していく旨が表明されていることか
ら、当該取組の状況を見つつ、何らか
の取組がさらに必要と判断された場合
に、検討会において検討することとし
てはどうか。

・被害現場で適切な助言・指導をしてくれる
　人、冷静に事務処理をしてくれる人、正確
　な情報を伝えてくれる人がチームを組んで
　支援することが是非とも必要。

・被害者は精神的に非常に落ち込むため、い
　ろいろな人とコミュニケーションを取って
　支援を依頼することが不可能であるから、
　被害者と医療・法律などの専門職や家事支
　援者とをつなぐコーディネーターが必要。

・事件直後から、生活支援、法律的、心理・
　精神的サポートなどを総合的にコーディネ
　ートし、各専門職に引き継いでいくことの
　できる人材が必要。

・サポートスタッフには、本人以外の家族の
　方への支援や、関係機関、その後の相談機
　関との連携・紹介などもしてほしい。

・地方公共団体に総合的な対応窓口が必要。
　支援に精通した専門員又はコーディネータ
　ーが被害者の求める支援や機関・団体の情
　報提供をする必要があり、たらい回しにな
　らないような仕組み作りが求められる。

・ケアコーディネーターの質の保証のため、
　一定のスコアを取ったものだけが被害者支
　援に関わるという制度を確立してほしい。

・ボランティアではなく国から認められた存
　在として支援に関わってもらうようにした
　ほうが長期的支援が可能。

・警察、検察、裁判所への対応は心身とも負
　担となる。犯罪被害者支援センターに支援
　のコーディネーターを置き、総合的・継続
　的な支援の展開を希望する。

・コーディネーターや専門的チームの育成の
　際は、警察と一定の距離をとりつつ、警察
　とも連携できる人材の育成が必要。

・匿名で安心して相談できる機関・団体の充
　実や、被害者は在住・在勤している地域の
　機関で支援を受けることを避ける傾向があ
　るため、被害者と隣接地域の支援機関をつ
　なぐ等、早期に被害者が相談しやすい体制
　整備が求められる。

・表に出てこれない潜在化している被害者に
　対するケアの検討
・連続加害により孤立化させられ、被害の発
　覚を怖れる被害者が安心して相談できるた
　めの窓口の整備。

・被害現場で適切な助言・指導をしてくれる
　人、冷静に事務処理をしてくれる人、正確
　な情報を伝えてくれる人がチームを組んで
　支援することが是非とも必要。

・被害者は精神的に非常に落ち込むため、い
　ろいろな人とコミュニケーションを取って
　支援を依頼することが不可能であるから、
　被害者と医療・法律などの専門職や家事支
　援者とをつなぐコーディネーターが必要。

・事件直後から、生活支援、法律的、心理・
　精神的サポートなどを総合的にコーディネ
　ートし、各専門職に引き継いでいくことの
　できる人材が必要。

・サポートスタッフには、本人以外の家族の
　方への支援や、関係機関、その後の相談機
　関との連携・紹介などもしてほしい。

学校内における連携及び相談体制の充実【第４ １．
(16)】
　文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びその保護
者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担当教員、教育相
談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携
し、適切な対応ができるよう、必要に応じ、教員加配、スクールカウン
セラーの配置をするなど学校内の相談体制の充実を図っていく。【文
部科学省】

・被害者は精神的に非常に落ち込むため、い
　ろいろな人とコミュニケーションを取って
　支援を依頼することが不可能であるから、
　被害者と医療・法律などの専門職や家事支
　援者とをつなぐコーディネーターが必要。

・事件直後から、生活支援、法律的、心理・
　精神的サポートなどを総合的にコーディネ
　ートし、各専門職に引き継いでいくことの
　できる人材が必要。

・サポートスタッフには、本人以外の家族の
　方への支援や、関係機関、その後の相談機
　関との連携・紹介などもしてほしい。

日本司法支援センターによる支援【第４ １．(27)オ】
　日本司法支援センターにおいて、国（捜査機関、裁判所を含む。）、
地方公共団体（捜査機関を含む。）、弁護士会、犯罪被害者支援団
体等の種々の専門機関・団体と連携・協力してネットワークを構築し、
犯罪被害者等の相談内容に応じた最適の専門機関・団体や犯罪被
害者等の支援に精通した弁護士を紹介するコーディネーターとして
の役割を果たすよう努める。【法務省】

児童虐待問題、非行・暴力等の思春期問題への対応に
ついて
　第一線の専門的援助者の養成等を行う「日本虐待・
思春期問題情報研修センター（子どもの虹情報研修セ
ンター）」が平成１４年に設立され、児童相談所、児
童福祉施設、市町村職員、保健機関等の職員を対象と
する各種の専門研修を行い、これら職員の資質の向上
が図られている。
　国及び地方公共団体は、被害者の人権、配偶者から
の暴力の特性等に関する理解を深めるために、婦人相
談所、福祉事務所、婦人保護施設、母子生活支援施
設、民間団体等の職員及び婦人相談員、母子自立支援
員等を対象とした関係機関職員の専門研修を実施して
いる。【厚生労働省】

他機関・団
体との連携
を更に促進
する仕組み
（制度、運
用改善の如
何を問わな
い）の導入

基
本
計
画
中
の
規
定

③

①

警察における相談体制の充実【第４ １．(7)】
　警察において、全国統一の相談専用電話「♯９１１０番」や性犯罪相
談、少年相談等の個別の相談窓口において、犯罪被害者等の住所
地等にかかわらず、また、匿名であっても相談に応じるとともに、犯罪
被害者等の要望により、当該都道府県又は警察署の被害者支援連
絡協議会等ネットワークに参画する機関・団体等の情報提供等や、他
都道府県又は他警察署のネットワークの活用にも配慮していくほか、
性犯罪相談窓口について女性警察官の配置に努めたり、精神的ケア
を望む相談に対し、カウンセリング専門職員の電話によるカウンセリン
グを実施したり、精神科医や臨床心理士等による専門的ケアが行える
機関を紹介するなど、犯罪被害者等のニーズに応えられるよう努めて
いく。【警察庁】

「指定被害者支援要員制度」の活用【第４ １．(8)】
　警察において、指定された警察職員（指定被害者支援要員）が、事
件発生直後から犯罪被害者に付き添い、必要な助言、指導、情報提
供等を行ったり、被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつ
つ、部外のカウンセラー、弁護士会、関係機関又は犯罪被害者等の
援助を行う民間の団体等の紹介・引継ぎを実施するなどする「指定被
害者支援要員制度」について、法務省、文部科学省、厚生労働省及
び国土交通省の協力を得て、その積極的活用を図るとともに、それら
の警察職員に対し、犯罪被害者等に対する支援に必要となる知識等
についての研修、教育等の充実に努める。【警察庁】

⑤

①

警察における犯罪被害者等のための施設の改善【第２ ３．(5)】
　警察において、これまでに整備された被害者専用の事情聴取室の活用のほか、被害者対策用車両の整備を進めるなど、施設
等の改善に努める。【警察庁】

　要検討項目であり、要望を
踏まえれば、本検討会におい
て重点的に議論することが必
要である。
①コーディネーターの役割を
　有する者の各機関等への配
　置の是非
②専門的チームの育成の在り
　方
③各機関・団体で支援に携わ
　る者が、支援すべき犯罪被
　害者等を適切に次の機関に
　「橋渡し」することのでき
　るような育成の在り方
④コーディネーターの制度化
　（資格制度等）の是非とそ
　の育成・配置の在り方
等

　既存施策が存在することから、当該
取組の状況を見つつ、何らかの取組が
さらに必要と判断された場合に、検討
会において検討することとしてはどう
か。

犯罪被害者等支援のコーディネーター等の育成の在り
方についての検討【第４ １．(4)】
　犯罪被害者等支援のコーディネーターや専門的チー
ムの育成の在り方について、各地域における犯罪被害
者等支援に係る諸機関・団体等の連携・協力の促進に
関して設置する検討のための会において、どの関係機
関・団体等を起点としても必要な情報提供、支援等を
途切れることなく受けることのできる体制作りと併せ
て検討する。【内閣府・警察庁・総務省・法務省・文
部科学省・厚生労働省・国土交通省】

基
本
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
事
項

②

④

民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入【第２ ３．(4)】
　法務省において、民事訴訟においても、遮へい措置、ビデオリンク、付添いを民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）上認めるこ
とについて検討を行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実施する。【法務省】

検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置【第２ ３．(6)】
　法務省において、庁舎の建て替えを予定している検察庁では、被害者専用待合室を設置し、それ以外の検察庁については、
スペースの有無、設置場所等を勘案しつつ、専用待合室の設置について検討をしていく。【法務省】

女性警察官等の配置【第２ ３．(2)】
　警察庁において、性犯罪被害者への対応等に資するよう、警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当する係への女性警察官等
の配置に更に努める。【警察庁】

ビデオリンク等の措置の適正な運用【第２ ３．(3)】
　法務省において、裁判所におけるビデオリンク装置の配備の進展等を踏まえ、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護のための
措置について周知徹底を図り、一層適正に運用されるよう努めていく。【法務省】

②
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促
進【第４ １．(18)】
　文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒を含む児童生
徒に対し、教育委員会が、心理学、教育学等に関する知識を有する
専門職員や臨床心理の専門家等を教育センターや教育相談所等に
配置し、相談窓口を設けるとともに、少年サポートセンター、児童相談
所、福祉事務所、保健所等の地域の関係機関についての情報を当
該児童生徒及びその保護者に提供することを促進する。【文部科学
省】

・長期間にわたる苦悩に対応するために、身
　近なところで安心して電話相談・面接相談
　を受けることができる体制づくりが必要

犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに至った
場合における継続的支援の促進【第４ １．(36)】
　文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱え
るに至った場合、当該児童生徒に対し、学校、教育委員会、警察署、
児童相談所、保健所等の関係機関の実務担当者がサポートチームを
形成するなど連携して継続的に行う対応を促進する。【文部科学省】

・電話相談や面接相談等による長期的支援体
　制の確立

・支援者のトレーニングを充実してほしい。

・支援の担い手の育成及び支援のための幅広
　いネットワークの基盤整備などを行う。

・相談窓口の担当員に対する研修について、
　１回１、２時間の話を聞いてもわからない
　ことがある。ロールプレイをして、自分が
　口に出してやってみて「違う、被害者だっ
　たらどういうふうに思うと思うか」とい
　う、きめ細かい研修が必要である。

・子どもの援助に精通している者の養成が必
　要。

・虐待にあっている子どもにとって、家庭は
　頼りにならず、学校しか受け皿はない。安
　心して相談できる人が学校の中にほしい。

・子どもへの性暴力被害の支援を考える上
　で、学校生活を支えるという点はなくては
　ならない。逸脱行動と見なされたり、引き
　こもり、不登校とラベル付ける前に、そう
　した症状の背景に性暴力があるのではない
　かと考えていくことが必要。学校教諭が的
　確に対応し、他機関と連携を図りながら支
　援に当たること。

・子どもの性被害に関しては、一つの機関・
　団体だけでなく、必要に応じ、学校、児童
　相談所、地域等が連携することで、より立
　体的な支援をすることができる。ただし、
　各家族のプライバシーを尊重すること。

チャイルド・ライフ・スペシャリストの配置
　「チャイルド・ライフ・スペシャリスト」の意味す
るところが不明ではあるが、児童養護施設等の入所施
設では、児童指導員等を中心に、児童の自主性を尊重
し、基本的な生活習慣を確立するとともに豊かな人間
性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目
的として生活指導を行うとともに、児童の家庭の状況
に応じて、その課程環境の調整を行っているところ。
【厚生労働省】

・チャイルド・ライフ・スペシャリストをも
　っと多く要請する必要がある。このような
　人材を、総合病院だけでなく児童福祉施設
　でも雇わなければならないシステムを作れ
　ないか。

　要望に関連する既存施策が存在する
ことから、これらの取組の状況を見つ
つ、何らかの取組がさらに必要と判断
された場合に、検討会において検討す
ることとしてはどうか。

地方公共団体における犯罪被害者支援の担い手育成に
ついて
　犯罪被害者支援の担い手育成については、国の各分
野における施策を踏まえた上で各地方公共団体が地域
の状況等を基に必要性を自主的に判断するものと考え
る。なお、一般の市町村において専門的な知識を有す
る人材を確保することは非常に難しいものと考える。
【総務省】

・犯罪被害者支援の担い手の育成及び支援の
　ための幅広いネットワークの基盤整備など
　を行う。

　地方公共団体においては、本検討会
の議論等も参考にしながら、適切な取
組が自主的になされることと考えられ
るため、地方公共団体の状況等なども
念頭において、本検討会の議論を進め
ていくこととしてはどうか。

・その都度、自らの被害について説明しなけ
　ればならないのはつらい作業である。犯罪
　被害者証明書を作成してほしい。

・支援窓口の一本化と犯罪被害者カードの発
　行をセットにして、簡易迅速で総合的支援
　を受けられる制度を創設すべきである。

スクールソーシャルワーカーについて
　犯罪被害者など様々な支援を必要としている児童生
徒への対応にあたっては、教員やスクールカウンセ
ラー、養護教諭をはじめ学校全体が一体となって対応
するとともに、児童生徒の状況に応じて保護者や児童
相談所などの関係機関、地域の人材との連携を図るこ
とが重要と考えている。【文部科学省】

・カウンセラーによる二次被害やカウンセラ
　ーへの転移が問題となっている。スクール
　カウンセラー等よりは中間者としての立場
　がより鮮明である「スクールソーシャルワ
　ーカーや「ヒューマンソーシャルワーカ
　ー」に関するプログラムの導入を教育の場
　で検討してほしい。

　既存施策が存在し、スクールカウン
セラーの資質確保・向上、教育相談体
制の充実が図られていることから、本
検討会において、スクールカウンセ
ラーや協議会などを踏まえた連携枠組
み作りに加え、さらに別の制度等の必
要性について検討することとしてはど
うか。

メディカルソーシャルワーカーについて
　「モデル・コア・カリキュラム」において、患者中
心の医療を実践することのできる医師の養成のための
達成目標を掲げ、各大学において、これを踏まえ、そ
の自主的な判断に基づいて、それぞれの創意工夫を活
かしつつ多様な授業科目を展開している。【文部科学
省】

・医療関係者（医師、看護師、ＭＳＷ、ＰＳ
　Ｗ）の卒前教育に被害者支援、被害者心理
　の項目を加える。

　既存施策が存在することから、本検
討会において、メディカルソーシャル
ワーカーの取組を踏まえた連携枠組み
を検討することとしてはどうか。

アドヴォケーターについて
　要望に係るアドヴォケーター制度が、現在犯罪被害
者支援団体で行われている、被害者と一緒に、あるい
は被害者に代わって事情を説明することや、事務手続
きの手伝いをする者（アドヴォケーター）による支援
を意味するのであれば、平成１８年秋に業務を開始す
る日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者支援団
体と連携し、アドヴォケーターによる支援に関する情
報を提供できるようになる予定である。【法務省】

・未成年の「家庭内被害者」のためのアドヴ
　ォケーター制度を導入してほしい。

　本検討会で行う民間の団体で支援を
行う者の養成・研修の在り方に関する
検討の中で、アドヴォケーター的な支
援も視野に入れた検討をすることとし
てはどうか。
　なお、アドヴォケーターの支援団体
への配置等の問題については、必要が
あれば、検討のための会③で検討する
ものとする。

　既存施策が存在すること、また、取
組の更なる充実が基本計画に記載され
ていることから、これらの取組の状況
を見つつ、何らかの取組がさらに必要
と判断された場合に、検討会において
検討することとしてはどうか。

警察における被害者支援に携わる職員等への研修の充
実【第４ ２．(9)】
　警察において、①採用時及び上位の階級又は職に昇任した際に行
われる犯罪被害者等支援に関する基礎的な研修、②被害者支援担
当部署に配置された職員に対する犯罪被害者等支援の実践的技能
を修得させるための臨床心理士によるロールプレイ方式による演習等
を含む専門的な研修、③カウンセリング業務に従事する職員等に対
する基礎的な教育及び実践的・専門的な教育等の充実を図ってい
く。【警察庁】

②

学校における相談対応能力の向上等【第４ ２．(13)】
　文部科学省において、学校の教職員が犯罪被害者等である児童生
徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害に関する研修等
を通じ教職員の指導力の向上に努めるとともに、スクールカウンセ
ラーや「子どもと親の相談員」の配置など教育相談体制の充実等に取
り組んでいく。【文部科学省】

法務省における犯罪被害者等支援に関する職員研修の
充実等【第４ ２．(11)】
ア　法務省において、検察官に対し、児童や女性の犯罪被害者等と
　接する上での留意点等を熟知した専門家等による講義を実施し、
　児童及び女性に対する配慮に関する科目の内容の一層の充実を
　図っていく。【法務省】
イ　法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の機会
　における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の実施、犯罪
　被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正施設職員に対す
　る犯罪被害者団体等の関係者を招へいしての講義等の実施、更
　生保護官署職員に対する被害者支援の実務家等による講義、地
　方検察庁に配置されている被害者支援員を対象とする研修におけ
　る犯罪被害者等に関する諸問題についての講義・講演及び討議の
　実施など、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするため
　の教育・研修等の充実を図る。【法務省】

⑩
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③

⑥

⑦

いわゆる「被害者カード」について
　同じことをあちこちで説明しなくても済むというこ
とは、犯罪被害者等にとって大変重要な点だと認識し
ているので、この点を含めて、犯罪被害者等のための
しっかりとした支援ができるようなネットワークを本
検討会において検討する。【内閣府】

　支援に必要な情報を、どのよう
に、犯罪被害者等の労苦を軽減しな
がら引き継ぐかを検討する必要があ
り、当該検討の中で、必要に応じ、
機関・団体間で統一のフォーマット
による「カード」についても検討す
ることとしてはどうか。

⑧

⑨

④

⑤

⑥
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検討のための会②の目的
（第４ １．(3)の規定）

関連する要望 論点に対する検討方針基本計画検討会における議論の結果論　　　　　点

・各省庁からの助成が受けられやすい独立行
　政法人としての組織を作り、全国どこの地
　域においても標準的な支援が継続的に受け
　られる組織が必要。

・早期援助団体の支援対象は財主が限定され
　ており、漏れてくる被害者が出てくる。も
　っと幅広い被害者への支援を行う団体を認
　定するための基準を設けてほしい。

・犯罪被害を受けたときにすべてに対応でき
　る組織が必要。被害者専用の窓口が必要。

・聞けば答えるという姿勢ではなく、被害者
　が被害を受けたときに自動的に行政側から
　説明がなされる被害者にとって真の支援シ
　ステムの確立を望む。

・犯罪被害者支援に関する研究・教育・研修
　を行う国公立の「犯罪被害者総合支援セン
　ター」を設立してほしい。

・犯罪被害者支援に関し、研究・教育・研修
　を行う公立の施設が必要ではないか。

越境しての支援について
　警察では、被害者等からの相談に応じる窓口とし
て、警察本部に警察総合相談窓口を設置するととも
に、電話による相談についても全国統一の相談専用電
話「＃９１１０」を設置しているほか、被害者のニー
ズに応じて、被害者の心の悩み、性犯罪相談、少年相
談等個別の相談窓口を設けているところであるが、こ
れらの相談は、相談者の住所地、在勤地以外の相談窓
口でも受け付けており、相談者が匿名であっても相談
に応じている。
　また、警察では、被害者支援に関係する機関、団体
等が相互に連携を図るための「被害者支援連絡協議
会」を全都道府県及び警察署の管轄区域等を単位とし
て設立しているところであるが、警察に寄せられた相
談についても、その内容や被害者等の要望に応じて、
これらのネットワークに参画する他の機関や団体等を
教示したり、連絡を取っているほか、被害者等の要望
及びその内容によっては、他警察署や対府県警察管内
のネットワークを活用することも配慮している。【警
察庁】

・匿名で安心して相談できる機関・団体の充
　実や、被害者は在住・在勤している地域の
　機関で支援を受けることを避ける傾向があ
　るため、被害者と隣接地域の支援機関をつ
　なぐ等、早期に被害者が相談しやすい体制
　整備が求められる。

　今後とも、警察庁において左記のよ
うな体制整備がなされるものと考えら
れることから、当該体制整備の状況を
見極めつつ、また、本検討会における
検討によって構築される連携体制にお
いてさらに越境しての支援が求められ
る場面（例えば地方公共団体が設立し
た機関等において、当該地方公共団体
に在住しない者に対する支援を行うか
等）やその必要性等について検討して
いくこととしてはどうか。

・支援センターが県内全部の要望をカバーで
　きるわけでもない。一人になったときの恐
　怖感等の過覚醒の症状のある被害者や周囲
　の人の負担を軽減させるため、24時間体制
　で付き添える機関が求められる。

・窓口は24時間体制とし、時間外は担当警察
　署に繋がるようなシステムの整備を望む。

・犯罪被害者のニーズに適切に応えるには、
　できれば、24時間、365日対応可能な窓口
　を置くことが望まれる。

途切れることなく受け
ることのできる体制作
りが行われるようにす
る

機関間
※検討内容は上記「他機関・団体との連携を更に促進する仕組みの導入」に同じ。

どのような場面で
「途切れる」の
か、その「途切
れ」をどのように
なくしていくのか

犯罪被害者支援に関し、研究・教育・研修を行う公立
の施設
　警察においては、科学警察研究所、警察政策研究セ
ンター等において、犯罪被害者支援を含めた警察行政
に関する研究、調査を行っている。
　また、警察大学校、管区警察学校及び各都道府県警
察学校において、職員の採用時及び昇任時における被
害者支援に関する研修や、被害者支援業務に従事する
者やカウンセラー等に対する研修等を実施している。
【警察庁】

　全てに対応できる組織を検討する前
に、まずは既存の関係機関・団体が連
携して犯罪被害者等にとって労苦のよ
り少ない形での支援体制を作ることが
望ましいとして本検討会が立ち上がっ
ており、まずは、連携の枠組みを検
討することとし、その検討の中で、
連携を図るのみではどうしても対応
できない事項が生じ、その解決には
途切れのない支援を実現するに当
たって要望にあるような機関が必要
不可欠との結論になれば、そうした
機関の設置についてもさらに検討す
ることとなる。なお、民間団体で支
援活動を行う者に対する研修について
の検討を通じて、支援の水準の底上げ
が期待されるところでもある。

※　なお、これらの検討について
　は、検討会③（民間団体への援
　助に関する検討会）における議
　論を踏まえることが不可欠であ
　ることから、場合によっては、
　検討会③において議論する事項
　としたほうが望ましいとも考え
　られる。

④

① 全国標準の支援を提供する新たな団体や制度の必要性
について
　全国どこの地域でも標準的な支援を継続的に受けら
れるようにする体制の構築という観点からの要望と考
えられるが、既存の関係機関・団体等のほか、どのよ
うな機能、どのような法人格を持つ団体が必要かとい
うことについても、本検討会において検討されるもの
と理解している。【内閣府】
　本検討会や検討会③において、早期援助団体が有す
るものとは別の便宜等を一定の民間団体に付与するた
めの認定制度の必要性についても、あわせて議論され
ることとなる。【内閣府】
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機関内（部署間、担当者間（引継ぎ等を含む））
※検討内容は上記「犯罪被害者等が二次的被害を受けない対応、各機関・団体における十分な支援活動」に同じ。

ワンストップサービス（相談の一元的な受付・対応場
所）化について
　相談を持ち込めば必要な情報を入手できるのみなら
ず必要な全ての支援を受けられるようなコーディネー
トをする特定の専門機関を設けるよりはむしろ、既存
の窓口のどこに行っても必要な情報やサービスが得ら
れるとともに、当該窓口では得られない支援や活動に
関する情報についても、当該支援等を受けることがで
きる他の窓口に責任を持って適切に導いていく連携体
制を築いていく。【内閣府】
　各機関が有する支援制度に関する相談、対応につい
ては、当該制度を有する機関が責任をもって対応する
ことが基本であると考えるが、少なくとも、それぞれ
の機関が、他の機関においてどのような被害者支援制
度を有しているかを把握し、適時適切に被害者に教示
できるようにする必要があると認識している。【警察
庁】

その他（基
本計画検討
会で出てき
た議論）

⑤ ２４時間体制での支援について
　警察では、殺人や傷害、性犯罪といった身体犯や交
通死亡事故、ひき逃げ事件等が発生した場合は、指定
被害者支援要員が事件発生直後から臨場し、警察によ
る被害者の事情聴取等捜査活動における付き添い、病
院、自宅への送迎、更には刑事手続の流れや受けるこ
とができる支援の内容の説明等可能な限りの支援を行
うとともに、携帯電話やメール等により、いつでも被
害者からの様々な相談や要望に対応できる体制をとっ
ている。
　また、これらの相談内容に応じて、部内外のカウン
セリングの手配、医療機関、民間被害者支援団体等の
紹介、引継ぎ等可能な限りの被害者等の要望に沿うよ
うな支援に努めている。【警察庁】

　今後とも、警察庁提示の制度が適
切・積極的に運用されることとなると
考えられることから、当該制度の運用
の状況を見極めつつ、また、構築され
る連携体制においてさらに２４時間体
制での支援に関する新たな枠組みが必
要かどうか、検討することとしてはど
うか。

②

③

＜４＞
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